
 
 
 
 
 

取手市教育委員会　子ども青少年課 

取手市青少年センター（取手市役所分庁舎内２階） 

〒３０２－００２５　取手市西２－３５－３ 

TEL・FAX　０２９７－７３－６８６８　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　MAIL　seishonensoudan@city.toride.ibaraki.jp 

 

令和８年度の新生活がスタートしました 

進学・進級・就職など希望や期待に胸を膨らませている一方で、色々な思いの実現や生活環境

などの変化により、不安やストレスなどを抱えている方もいらっしゃることと思います。学校・職場

のこと、家庭のこと、SNS トラブル等、悩みを相談してみませんか。 

取手市青少年センターでは、市内にお住まいの概ね、１８歳未満の方及び、その保護者の方の

不安や悩みなどの相談を電話や来所・メールで受け付けております。 

 

ひとりで悩まず、まずは、お電話ください 

０２９７－７３－６８６８（取手市青少年センター） 

専門の相談員が、相談にあたります。秘密は、厳守いたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

同施設内に「こどもの電話」０２９７－７２－８０８０も開設し、相談にあたっています。 

 

自転車への交通違反制度（青切符）適用開始 

　令和 8 年 4 月 1 日から 16 歳以上の自転車の運転者を対象に、交通違反制度（いわゆる

「青切符」）が適用されました。これにより、自転車で交通違反をした際には、反則金の納付を

通告されます。交通ルールを守って安全運転を心掛けましょう。 

○運転中のスマートフォンの使用 

○夜間にライトを付けずに運転 

○横に並んで運転 

○歩道を通行している時、歩行者を立ち止まらせて危険にさらした 

○傘差し運転やイヤホン等で音や声が聞こえない状態の運転で交通の危機を生じさせた 

これらの行為はすべて違反です！ 

 

 

 

 

青少年相談員だより取手市
令和８年　春号　

３４２号（４／１５発行）

つながる・つなげる 

ハートフルコミュニケーション

この広報誌は取手市公式ホームページにも記載されています。 取手市　青少年相談員だより 検索



取手市青少年センター案内 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　地　図　　　　　　　　　　　　　　相談室の様子（青少年センター内） 

※１　分庁舎の敷地内に駐車場とエレベーターがあります。エレベーター

で２階に上がり、突き当たりが「取手市青少年センター」です。 

※２　FAX 及びメールでの相談も可能です。 

★FAX 番号　０２９７－７３－６８６８ 

★メールアドレス　seishounensoudan@city.toride.ibaraki.jp 

右のＱＲコードからも相談メールを作成いただけます。 

※３　FAX・メールは、いつでも受け付けますが、返信まで、２～３日お待ち

いただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

 

特別青少年相談員・青少年相談員 

 

青少年の健全育成と非行防止のために、取手市では、特別青少年相談員と青少年相談員を以

下のように配置し、業務を行っております。 

○特別青少年相談員（カウンセラー・教職経験者等）は、青少年センター

に常駐し、平日の午前９時から、午後４時３０分まで相談業務（市内にお

住まいの概ね１８歳未満の方並びにその保護者等が対象）に当たっており

ますので、お気軽にお越しください。（土・日・祝日・年末・年始は、休業

となっております。） 

○青少年相談員は市内の７地区（東部・中部・取手・白山・西部・藤代北・

藤代南）において街頭指導や店舗訪問を定期的に行うほか、夏には市内

青少年の健全育成団体と協力して夏季特別パトロールも実施しています。 

また、青少年との関わりを大切にするために、学校訪問やあいさつ運動・地区の行事等への

参加を通して、「ふれあい活動」も行っております。 

　

 
 
 
 
メール作成用 

QR コード


